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香美市契約事務電子化事業委託業務に係る企画提案の審査要領 

 

１ 本審査要領の位置づけ 

本審査要領は、香美市契約事務電子化事業委託業務公募型プロポーザル募集要領（以下

「募集要領」という。）に定めるもののほか、香美市契約事務電子化事業委託業務（以下

「本業務」という。）の契約候補者を決定するために実施する公募型プロポーザルにかか

る参加資格確認審査及び企画提案審査に関する審査方法、評価方法、審査基準等を定める

ものである。 

 

２ 用語の定義 

本審査要領で使用する用語は、募集要領で使用する用語の例による。 

 

３ 審査の進め方 

審査は、参加申込書等により参加資格要件の該当性等を確認する「参加資格確認審査」

と、企画提案書等の内容を評価する「企画提案審査」を行う。（表１参照） 

 

表１ 最優秀者・次点者選定までの流れ 

      

   募集要領の公告   

   ↓   

 参
加
資
格
確
認
審
査
関
係  ↓   

  参加申込書等の提出   

  ↓   

  参加資格確認審査の実施   

  ↓   

  参加資格確認審査結果通知書   

  ↓   

   ↓   

 

企
画
提
案
審
査
関
係  ↓   

  企画提案書等の提出   

  ↓   

  企画提案審査の実施   

  ↓   

  最優秀者・次点者の選定   

  ↓   

   ↓   

   契約候補者の決定   
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４ 審査体制 

参加資格確認審査及び企画提案審査は、香美市契約事務電子化事業委託業務公募型プ

ロポーザル審査委員会設置要綱（令和７年香美市告示第３４号）に規定する審査会及び事

務局が行う。なお、審査会の組織構成は、次のとおり。 

委員長 副市長 

委員 総務課長、企画財政課長、建設課長、上下水道局長、管財課長 

事務局 管財課契約班 

 

５ 参加資格確認審査 

（１） 審査方法 

事務局は、募集要領に基づき提出された参加申込書等をもとに、下記（２）の審査基

準により参加資格要件の審査を行う。審査の結果、参加資格要件を満たしていない場合

は、参加資格を有すると認められないため失格とする。 

（２） 審査基準 

審査項目 審査基準 

提出書類 
提出を求めている書類がすべて揃っているか。また、必要事項がす

べて記載されているか。 

参加資格要件 参加資格要件を満たしているか。 

同種業務実績（＊）

の有無 
国及び地方公共団体に対して、同種業務実績（＊）があるか。 

＊ 「同種業務実績」とは、香美市契約事務電子化事業委託業務に係る企画提案要領３の

（１）のア（入札参加資格の審査にかかる事務）又はイ（発注にかかる事務）の電子化の

ために、システムの構築にかかる業務を実施した実績をいう。 

（３） 審査結果の通知 

市は、参加申込書等を提出したすべての者に対して、電子メールにて審査結果を通知

する。この際、参加資格を有すると認められた者に対しては、企画提案審査にかかる審

査会による審査の開催日時及び開催場所、期日までの企画提案書等の提出を案内する。 

 

６ 企画提案審査 

（１） 審査方法 

ア 下記（２）の評価方法により、事務局及び審査会が審査を行う。 

イ 事務局による審査は、書類審査とする。 

ウ 審査会による審査は、企画提案者のプレゼンテーションを受けた後に、企画提案者

に対してヒアリングを実施して行う。なお、非公開とし、企画提案書等を提出した者

（以下「企画提案者」という。）が１者であっても実施するものとする。 

エ 審査会による審査の所要時間は、企画提案者１者につき５０分以内（プレゼンテー

ション３０分以内、ヒアリング１０分以内、委員評定１０分以内）とする。 

（２） 評価方法 

下記の３項目について、事務局及び審査会が行った審査の評点合計により評価する。 

ア 業務能力評価（配点１５点） 
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事務局は、企画提案者が提出した業務実績確認書（様式２）、会社概要書（様式９）、

業務実施体制（様式１０）、業務責任者の経歴等（様式１１）及び業務工程表（任意

様式）の内容を確認し、下記（３）の審査基準により評価する。 

イ システム機能評価（配点７０点） 

(ｱ)  事務局は、企画提案者が提出した機能要件一覧表（様式１７）の内容を確認し、

下記（３）の審査基準により評価する。 

(ｲ)  審査会は、企画提案者が提出した企画提案書（任意様式）の内容を確認すると

ともに、プレゼンテーション及びヒアリングにおける企画提案者の説明内容を踏

まえ、下記（３）の審査基準により評価を行う。なお、この評価にかかる評点は、

審査した委員長及び委員の評点合計の平均値（小数点未満切り捨て）とする。 

ウ 運用・保守等評価（配点１５点） 

事務局は、企画提案書（様式１３）及び提案価格見積書（様式１４）の内容を確認

し、下記（３）の審査基準により評価する。 

 

（３） 審査基準 

審査項目 審査基準 最高評点 

ア 業 務

能 力 評

価 

(ｱ) 業務体制評価 

本業務を遅滞なく完了できるよう万

全の体制が確立され、かつ、適切なス

ケジュールが組まれているか。 

５ 

(ｲ) 業務責任者の経歴等 

業務責任者として同種業務実績（＊）

があり、円滑な業務遂行が可能である

か。 

５ 

(ｳ) 同種業務実績（＊） 
同種業務実績（＊）からみて、本業務

の成果が期待できるか。 
５ 

イ シ ス

テ ム 機

能評価 

(ｱ) 機能要件 
機能要件一覧表の内容を満たす提案

であるか。 
２０ 

(ｲ) プ レ ゼ

ン テ ー

シ ョ ン

及 び ヒ

ア リ ン

グ 

ａ 提案

課題１ 

(a) 直感的に利用できる操作性とユー

ザーインターフェースを備えてい

るか。 

１０ 

(b) 法令等の制度改正、機能強化及び

不具合等への対応等、信頼性が確

保されているか。 

１０ 

(c) ニーズの変化や新技術への対応

（発展性）は、現実的・具体的であ

るか。 

１０ 
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ｂ 提案

課題２ 

(a) 小規模な工事及び修繕の契約を希

望する事業者の登録にかかる申請

及び審査を行うことができるか。 

５ 

(b) 小規模な工事及び修繕の契約を希

望する事業者の情報を登録するこ

とができるか。 

５ 

ｃ 提案

課題３ 

事業者及び本市職員の利便性・業務の

効率化が図られる効果的な提案であ

るか。 

１０ 

ウ 導 入

及 び 運

用・保守

等評価 

(ｱ) 運用・保守時間 

次の要件を満たす提案であるか。 

(a) システム稼働時間 

平日８：３０～２１：００ 

(b) ヘルプデスク受付時間 

平日８：３０～１７：１５ 

(c) 保守業務受付時間 

平日８：３０～１７：１５ 

５ 

(ｲ) 導入及び運用保守等

見積額 

導入に要する費用総額は、最小の経費

で最大の効果が得られる金額である

か。 

５ 

運用保守等に要する費用総額（１０年

間）の金額は、最小の経費で最大の効

果が得られる金額であるか。 

５ 

合計   １００ 

＊ 「同種業務実績」とは、香美市契約事務電子化事業委託業務に係る企画提案要領３の

（１）のア（入札参加資格の審査にかかる事務）又はイ（発注にかかる事務）の電子化の

ために、システムの構築にかかる業務を実施した実績をいう。 

 

（４） 最優秀者及び次点者の選定 

ア 審査会は、すべての提案の終了後に、会議を開催して最優秀者及び次点者を選定す

る。 

イ 最も高い評価の企画提案者が２者以上あるときは、システム機能評価が高い者を

上位とし、システム機能評価も同じ評価である場合は、プレゼンテーション及びヒア

リングによる評価で決定する。 

ウ 企画提案者が１者の場合には、システム機能評価が４２点以上である場合に限り、

最優秀者として選定する。 

（５） 契約候補者の決定並びにその通知及び公表 

市は、審査会による最優秀者及び次点者の選定結果をもとに、契約候補者を決定し、

企画提案審査を受けたすべての者に対して、その結果を通知するとともに、市ホームペ

ージに公表する。 


